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船舶事故調査報告書 

 

 

    船種船名 貨物船 大黒丸 

    船舶番号 １３３６０５ 

    総トン数 １８６トン 

 

    事故種類 乗揚 

    発生日時 平成２０年９月２８日２３時２０分ごろ 

    発生場所 豊後水道速吸瀬戸  

          関埼灯台から真方位０２７°１,３５０ｍ付近 

          （概位 北緯３３°１６.６′ 東経１３１°５４.５′） 

 

 

                       平成２１年４月１６日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船大黒丸
だいこくまる

は、船長ほか２人が乗り組み、山口県宇部港を出港し、大分県津久見

港に向け航行中、平成２０年９月２８日２３時２０分ごろ大分県大分市豊後平瀬灯標

南東側の浅礁に乗り揚げた。 

 同船には、左舷船底外板にき
・

裂が生じて浸水したが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１０月７日、本事故の調査を担当する主管調査官 

 （門司事務所）を指名した。 
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 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年１０月１４日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、大黒丸（以下「本船」という。）船長の口述によれ

ば、次のとおりであった。 

 本船は、平成２０年９月２８日１８時２５分ごろ、船長ほか２人が乗り組み、山口

県宇部港を出港し、大分県津久見港に向かった。 

 船長は、大分県関埼と豊後平瀬灯標の間を２０回以上通航しており、同灯標が孤立

障害標識※1で、その東側に浅礁があることを知っていたが、同灯標付近の浅礁の拡延

状況を調べないまま南東側には浅礁はないと思っていた。そして当日も、これまでど

おり関埼と同灯標の真ん中あたりを航行するつもりだった。 

 船長は、２２時００分ごろ一等航海士と交替して船橋当直に就き、舵輪の前に立っ

て見張りを行いながら、概ね１６１°（真方位、以下同じ。）の針路及び約１２.０ 

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、自動操舵により大分県別府湾沖を南

南東に進行した。 

 船長は、海図台に海図Ｗ１００Ｂ号（小縮尺）を出して船位を確認し、４Ｍレンジ

としたレーダーとＧＰＳプロッターを使用しながら進行していたが、小縮尺の海図、

豊後平瀬灯標が点のように映るレーダー及び灯標マークが表示されるＧＰＳプロッ 

ターでは、同灯標付近の浅礁の拡延状況は分からなかった。 

 船長は、関埼灯台から３４２°１.８海里（Ｍ）付近において、左舷前方１Ｍ付近に

西に進行中の操業漁船の灯火を目視したので、早めに避航するため、手動操舵として

概ね１２０°の針路に転じた。 

 船長は、操業漁船を避航後、関埼灯台から００１°１.４Ｍ付近で元の針路に戻した

とき、左舷前方約２Ｍ付近に他の商船のマスト灯及び右舷灯を目視した。 

 

                         
※１ 「孤立障害標識」とは、標識の位置又はその付近に、岩礁、浅瀬、沈船等の障害物が孤立していることを示

す標識をいう。 
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 船長は、豊後平瀬灯標に接近しながら南南東に進行中、同灯標を左舷に見て通航し

たとき、他の商船と衝突するおそれはなかったが、横切りなどの危険な関係とならな

いよう、念のため早めに転針することにして、左舵を約１０°とって左転を開始した。 

 本船は、船首が約１５０°を向いたとき、約１２.０kn の速力で豊後平瀬灯標南東

側の浅礁に乗り揚げ、船長が直ちに右舵を約２０°とったところ、そのままこれを乗

り切った。 

 その後、本船は、損傷確認のため大分県佐賀関港まで自力で航行し、船長が運航者

に事故の報告をした。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年９月２８日２３時２０分ごろで、発生場所は、関

埼灯台から０２７°１,３５０ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 船長の口述によれば、左舷船底外板にき
・

裂が生じて浸水した。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、受有免状 

    船長 男性 ４５歳 

     四級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 平成４年１２月１０日  

      免状交付年月日 平成１９年７月１８日 

              （平成２４年１２月９日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴 

    船長の口述によれば、昭和５３年ごろから父親所有の貨物船に甲板員又は機

関員として乗船し、昭和６２年に五級海技士（機関）免状を取得して機関長と

なり、平成１９年２月から本船の船長になった。 

  (3) 健康状況 

    船員手帳の健康証明書では、平成２０年３月３日に合格と判定されている。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 
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  船 舶 番 号  １３３６０５ 

  船 籍 港  山口県宇部市 

  船舶所有者  株式会社竹弘海運 

  運 航 者  株式会社辰巳商会 

  総 ト ン 数  １８６トン 

  Ｌ×Ｂ×Ｄ  ５３.３０ｍ×８.８０ｍ×５.３０ｍ 

  船   質  鋼 

  機   関  ディーゼル機関１基 

  出   力  ７３５kＷ（連続最大） 

  推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

  進水年月日  平成５年１０月１日 

 

 2.5.2 積載状態 

  船長の口述によれば、宇部港出港時には、空船で、喫水は、船首０.４ｍ、船尾 

２.６ｍであった。 

 

 2.5.3 船舶に関するその他の情報 

  船長の口述によれば、本船は、ジャイロコンパス、自動操舵装置、レーダー、 

ＧＰＳプロッター、居眠り防止装置などを装備しており、船体及び機器類には、不

具合又は故障はなかった。 

  また、航行予定海域の海図は、小縮尺のＷ１００Ｂ号が備えられていたが、大縮

尺のＷ１２２５号は備えられていなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値及び潮汐 

   (1) 気象観測値 

     事故現場の西約１５Ｍに位置する大分地方気象台による事故当日２３時 

００分の観測値は、天気は雨で、南南西の風、風速２m/s、気温１８.７℃で

あった。 

   (2) 潮汐 

    海上保安庁刊行の潮汐表によれば、事故現場付近の潮汐は、事故時、下げ潮

の中央期であった。 

 

 2.6.2 乗組員の観測 

  船長の口述によれば、事故現場付近の気象及び海象は、天気は小雨で、風は北東
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の風が６ｍ、視程は６Ｍ以上あった。また、小さなうねりがあり、約１kn の南流が

あった。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌によれば、次のとおりである。 

 豊後水道は四国と九州の間にあり、太平洋と瀬戸内海を結ぶ重要な水道である。北

口は速吸《ハヤスイ》瀬戸（佐多岬と関埼との間）、南口は高茂埼｛四国｝と鶴御埼｛九

州｝とを結ぶ線で、いくつかの険礁（鮪《シビコ》瀬、水ノ子島周辺、勘兵衛瀬及び

海獺《アシカ》瀬）を除けば深水である。 

 四国・九州両岸はリアス式海岸で、沿岸には無数の険礁が散在するが、複雑な海岸

線が各所に天然の良港と好錨地を形成している。また、沿岸部では、複雑な海岸線を

利用して養殖漁業も盛んであり、航行及び停泊に当たっては養殖施設にも注意が必要

である。 

 水道北口の速吸瀬戸は、佐田岬と関埼との間の幅約７Ｍの水道で、中央やや西寄り

に高島がある。主航路は高島と佐田岬との間で、可航幅（水深２０ｍ以上）は約 

３.５Ｍである。 

 高島と関埼との間の水道は、平瀬、権現碆《ゴンゲンバエ》などの暗礁があり、可

航幅が狭く潮流も強いので通航する場合は注意を要する。 

 速吸瀬戸北口付近は、大分、関門海峡、伊予灘及び徳山下松の方面との間を結ぶ航

路の収束点であり、北航、南航の船舶が集中し、複雑な見合い関係が生じることも多

い。さらに、四国～九州間のカーフェリーが速吸瀬戸を東西に横切るので注意を要す

る。 

 また、海図Ｗ１２２５号（大縮尺）には、豊後平瀬灯標の東側から南東側にかけて、

暗岩の記号が記されている。 

 

２.８ 豊後平瀬灯標の情報 

 豊後平瀬灯標は孤立障害標識で、構造等は次のとおりである。 

  構  造：黒色球形頭標２個（縦掲）付塔形 

  灯  高：平均水面上１３ｍ 

  灯  質：群閃白光 毎５秒に２閃光 

  光達距離：８Ｍ 

  塗  色：黒地に赤横線１本 

  位  置：北緯３３°１６.７′東経１３１°５４.５′ 
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３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 本船は、概ね１６１°の針路及び約１２.０kn の速力で進行中、関埼灯台

から３４２°１.８Ｍ付近で、左舷前方の操業漁船を避けるため手動操舵とし

て概ね１２０°の針路に転じ、操業漁船を避けた後、関埼灯台から００１°

１.４Ｍ付近で針路を元に戻し、その後関埼灯台から０２２°１,３５０ｍ付

近で左転した。 

   (2) 事故発生時刻は２３時２０分ごろ、事故発生場所は関埼灯台から０２７°

１,３５０ｍ付近であった。 

 

 3.1.2 乗揚げの状況 

  ２.１から、概ね１６１°の針路で進行中に左舵を約１０°とって左転し、船首方

位が約１５０°になったとき、約１２.０kn の速力で乗り揚げたものと考えられる。 

 

３.２ 事故の要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員の状況に関する解析 

     ２.４(1)から、船長は、適法で有効な海技免状を有していた。 

   (2) 船舶の状況に関する解析 

     2.5.3 から、船体及び機器類には、不具合又は故障はなかったものと考え

られる。 

 

 3.2.2 操船の状況 

  ２.１から、次のような状況であったものと考えられる。 

  船長は、２２時００分ごろ一等航海士と交替して船橋当直に就き、その後、針路

を概ね１６１°に定めて約１２.０kn の速力で、自動操舵によって進行中、左舷前

方約１Ｍに、西に進行中の操業漁船の灯火を目視したので、早めに避航するため、

手動操舵として概ね１２０°の針路に転じた。漁船を避航後、元の針路に戻して手

動操舵のまま豊後平瀬灯標に接近しながら進行中、左舷前方約２Ｍに他船のマスト

灯及び右舷灯を目視したので、同灯標を左舷に見て通航したとき、同船と衝突する

おそれはなかったが、同船との間に横切りなどの危険な関係を生じさせないため、
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同灯標南東側の浅礁を知らないまま、左舵を約１０°とって左転した。 

 

 3.2.3 気象及び海象の状況 

  ２.６から、事故当時の気象及び海象は、天気は雨で、風向は南南西、風速は約２

m/s、視界は良好で、海上は平穏、潮汐は下げ潮の中央期で、海潮流は航行に影響が

なかったものと考えられる。 

 

 3.2.4 事故発生に関する解析 

  ２.１、2.5.3 及び 3.2.2 から、次のとおりである。 

   (1) 船長は、関埼と豊後平瀬灯標の真ん中あたりを航行するつもりであったが、

発航に先立ち、大縮尺の海図を入手するなどにより、同灯標付近の水路状況

を適切に把握していなかったものと考えられる。 

   (2) 船長は、豊後平瀬灯標に接近しながら南南東に進行中、左舷前方の他船と

の間に横切りなどの危険な関係を生じさせないため、同灯標南東側の浅礁を

知らないまま左転したものと考えられる。 

   (3) 船長が操業漁船を避けた後、関埼と豊後平瀬灯標の真ん中に向く針路とせ

ず、同灯標に接近することとなる元の針路を選定して進行したことが、本事

故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

 

 

４ 原 因 

 

 本事故は、本船が、夜間、豊後平瀬灯標に接近しながら南南東に進行中、同灯標南

東側の浅礁を知らなかったため、同浅礁に向けて左転し、同浅礁に乗り揚げたことに

よって発生したものと考えられる。 

 豊後平瀬灯標南東側の浅礁を知らなかったのは、船長が、発航に先立ち、大縮尺の

海図を入手するなど、同灯標付近の水路状況を適切に把握していなかったことによる

ものと考えられる。 
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